
京都市告示第２１０号  

平成９年９月３０日京都市告示第２１３号（京都市廃棄物の減量及び適

正処理等に関する条例別表第１に規定する本市が収集する粗大ごみの収集，

運搬及び処分に係る手数料）の一部を次のように改正し，平成１８年１０

月１日から適用します。  

平成１８年９月２９日  

京都市長 桝本 賴兼   

「  

区   分  
手数料  

（1 個又 
は 1 セッ 
トにつき） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
娯 楽 器 具 ，
ス ポ ー ツ 器
具 ， 健 康 器
具 ， そ の 他
の粗大ごみ  

 
トレーニング用ベンチ  
物置（高さ，幅及び奥行の合計が 4ｍ以
上 4.5ｍ未満のもので，解体したものに
限る。）  

  円  
 

2 ,400 
 
電子オルガン  
物置（高さ，幅及び奥行の合計が 3ｍ以
上 3.5ｍ未満のもので，解体したものに
限る。）  

2 ,000 

 
いす式あんま機（リクライニング機能  
付きのもの）  
オルガン（電子オルガンを除く。）  
物置（高さ，幅及び奥行の合計が 3ｍ以
上 3.5ｍ未満のもので，解体したものに
限る。）  
パーソナルコンピューターセット

1,600 

 
いす式あんま機（リクライニング機能の
ないもの）  
家庭用焼却炉  
サイクリングマシン  
水槽 (高さ，幅及び奥行の合計が 2.5ｍ  
以上 3ｍ未満のもの )  
物置 (高さ，幅及び奥行の合計が 2.5ｍ  
以上 3ｍ未満のもので，解体したもの  
に限る。 )  
物干し台（コンクリート台を含む。）  
ランニングマシン

1,200 

 
車いす  
座いす式あんま機  
自転車（ 20 インチ以上）  
水槽（高さ，幅及び奥行の合計が 2ｍ  
以上 2.5ｍ未満のもの）  
滑り台  
パーソナルコンピューターのディスプ
レー  
ぶら下り健康器  
ぶらんこ  
ペット小屋（高さ，幅及び奥行の合計  
が 2ｍ以上 2.5ｍ未満のもので，解体し
たものに限る。）  
ミシン（卓上式のものを除く。）  
物置（高さ，幅及び奥行の合計が 2ｍ  
以上 2.5ｍ未満のもので，解体したもの
に限る。）  

800 



  
網戸  
編み機  
一輪車  
かさ（ 10 本まで）  
木ぎれ（一束につき，直径又は幅 30 ㎝
以下で，長さ 50 ㎝以下のもの）  
楽器（オルガン及び電子オルガンを除
く。）  
脚立（アルミ製で，高さ 1ｍ未満のも  
のに限る。）  
子供用遊具（滑り台及びぶらんこを除
く。）  
ゴルフ用具  
三輪車  
自転車（ 20 インチ未満）  
障子  
水槽（高さ，幅及び奥行の合計が 2ｍ  
未満のもの）  
スキー用具  
スーツケース  
畳  
乳児用具  
パーソナルコンピューター（単体のも
の。ただし，ディスプレーを除く。）  
襖  
ペット小屋（高さ，幅及び奥行の合計  
が 2ｍ未満のもの。）  
ミシン（卓上式のものに限る。）  
物干し台（コンクリート付きのものを  
除く。）  
ワードプロセッサー  
その他のもの  

400 

 
                              」  
を  

「  

区   分  
手数料  

（1 個又 
は 1 セッ 
トにつき） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
娯楽器具，
スポーツ器
具，健康器
具，その他
の粗大ごみ  

 
トレーニング用ベンチ  
物置（高さ，幅及び奥行の合計が 4ｍ  
以上 4.5ｍ未満のもので，解体したもの
に限る。）  

  円  
 

2 ,400 
 
電子オルガン  
物置（高さ，幅及び奥行の合計が 3ｍ  
以上 3.5ｍ未満のもので，解体したもの
に限る。）  

2 ,000 

 
いす式あんま機（リクライニング機能  
付きのもの）  
オルガン（電子オルガンを除く。）  
物置（高さ，幅及び奥行の合計が 3ｍ  
以上 3.5ｍ未満のもので，解体したもの
に限る。）  

1 ,600 

 
いす式あんま機（リクライニング機能  
のないもの）  
家庭用焼却炉  
サイクリングマシン  
水槽 (高さ，幅及び奥行の合計が 2.5ｍ  
以上 3ｍ未満のもの )  
物置 (高さ，幅及び奥行の合計が 2.5ｍ  
以上 3ｍ未満のもので，解体したもの  
に限る。 )  
物干し台（コンクリート台を含む。）  
ランニングマシン

1,200 



 
車いす  
座いす式あんま機  
自転車（ 20 インチ以上）  
水槽（高さ，幅及び奥行の合計が 2ｍ  
以上 2.5ｍ未満のもの）  
滑り台  
ぶら下り健康器  
ぶらんこ  
ペット小屋（高さ，幅及び奥行の合計  
が 2ｍ以上 2.5ｍ未満のもので，解体し
たものに限る。）  
ミシン（卓上式のものを除く。）  
物置（高さ，幅及び奥行の合計が 2ｍ  
以上 2.5ｍ未満のもので，解体したもの
に限る。）  

800 

  
網戸  
編み機  
一輪車  
かさ（ 10 本まで）  
木ぎれ（一束につき，直径又は幅 30 ㎝
以下で，長さ 50 ㎝以下のもの）  
楽器（オルガン及び電子オルガンを除
く。）  
脚立（アルミ製で，高さ 1ｍ未満のもの
に限る。）  
子供用遊具（滑り台及びぶらんこを除
く。）  
ゴルフ用具  
三輪車  
自転車（ 20 インチ未満）  
障子  
水槽（高さ，幅及び奥行の合計が 2ｍ未
満のもの）  
スキー用具  
スーツケース  
畳  
乳児用具  
襖  
ペット小屋（高さ，幅及び奥行の合計  
が 2ｍ未満のもの）  
ミシン（卓上式のものに限る。）  
物干し台（コンクリート付きのものを  
除く。）  
ワードプロセッサー  
その他のもの  

400 

 
                              」  
に改めます。  

（環境局循環型社会推進部まち美化推進課）  
 


